
無料で！

以下のような悩みの解決に向け、アドバイ
ザーを派遣します！

●各種両立支援・助成制度の情
報提供と活用支援

●就業規則の整備、見直し

●一般事業主行動計画の策定
支援

●育児・介護休業法などの法律
に関する情報提供

●各種ハラスメント対策・学習会 ●社内研修・セミナーの開催

その他ワーク・ライフ・バランスの推進に関すること、ご相談ください。

対  象 津山市内に事業所を有する従業員数
300人以下の事業所・グループ

支援内容 年度内3回まで、アドバイザーを派遣
※グループの場合1回

申込方法 裏面又はホームページに掲載の申込
用紙にてお申込みください。

申込期間 令和６年５月３１日（金）まで

募集数 6事業所（及びグループ）程度

【申込・問合せ先】

津山市総務部人権啓発課

津山市新魚町17 アルネ・津山5階さん・さん内

電話：0868-31-2533 FAX：0868-31-2534

メール：sun-sun@city.tsuyama.lg.jp

URL：https://www.sity.tsuyama.lg.jp/life/index2.

php?id=7131

詳しくはこちら
をチェック↓

https://www.sity.tsuyama.lg.jp/life%0a/index2.php?id=7131

